
スマイルメイト登録のご案内

令和５年度 研修の日程

みやま市社会福祉協議会では、６５歳以上の方のボランティア活動を

支援しています。この事業に参加いただいた方が、介護施設等でボラン

ティア活動を行うと、活動時間に応じたポイント＝「スマイルポイント」

が付与されます。たまったポイントは、年に一度換金することができます。

申込・問合せ先

みやま市社会福祉協議会

☏0944-22-5000

う～ん、

困ったなぁ

ポイントの仕組みについて

裏面をご確認ください。

①4/24（月） 10：30～12：00 あたご苑

②6/14（水） 10：30～12：00 MIYAMAX

③8/24（木） 13：30～15：00 あたご苑

④10/27（金） 13：30～15：30 げんきかん

ボランティア活動で

ポイントがもらえます！

私にできること

ないかしら？



まず、「スマイルメイト」として登録を行います。その後、お近くの受入施設等にて、

ご自分の活動できる時間・活動できる内容でボランティア活動を行います。活動時間に

応じてポイントを得ることができます。登録はいつでも可能ですが、初めて登録される

方向けに研修を設けています。積極的に参加してください。

〈スタンプについて〉 〈換金について〉

1スタンプ＝100ポイント

100ポイント＝１００円
4月～翌年3月までの１活動期間で

上限5,000円

1時間の活動＝１スタンプ
※注意
1日最大2スタンプまでです。

1日に複数ヵ所で活動しても同様です。

しかし、活動時間を拘束するわけではありません。

スタンプの対象にはなりませんが、1日に2時間以上

活動することは自由です。

※注意!!
換金期間は、２月～３月の１回のみです。

ポイントの繰り越しはありません。

・制度説明

・ボランティア活動の心得

・個人情報保護について

・活動に向けて


